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令和５年（２０２３年）５月１０日 
 

「PFOS・PFOA 対策地下水保全特別プロジェクトチーム」 

を設置します 

令和４年度に実施しました地下水調査において、指針値(暫定)を超過していた

PFOS・PFOAへの対応については、国において水質の目標値や総合的な対応について

検討が開始されているところではありますが、本市でも PFOS・PFOAについて庁内横

断的に対応を図るため、「PFOS・PFOA 対策地下水保全特別プロジェクトチーム」を

設置することといたしました。 

 

１ PFOS・PFOAの状況 

 （１）給水栓水（上下水道局） 

 

年度 給水栓水地点 結果 

令和 3年度 31地点 全て暫定目標値以下 

令和 4年度 28地点 全て暫定目標値以下 

令和 5年 4月 28地点 全て暫定目標値以下 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共用水域及び地下水（環境局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 種別（地点） 結果 

令和４年度 

公共用水域（河川５地点） 全て指針値（暫定）以下 

地下水（井戸３９地点） 
３７地点で指針値（暫定）以下 

２地点で指針値（暫定）超過 

＜次ページへつづく＞ 

水道水は安全です。 

安心してご利用ください。 

超過している２地点については飲用を控えるよう周知済み。 

※超過した２地点については追加調査を実施済み。 
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２ 「PFOS・PFOA 対策地下水保全特別プロジェクトチーム」設置について 

（１）目的 

      PFOS・PFOA について、庁内横断的に情報を共有し、調査の充実や適切な対

応を図るため、「PFOS・PFOA 対策地下水保全特別プロジェクトチーム」を設置

する。 

 

（２）体制 

     関係部局（１３課）により構成する。 

 

担 当 部 署 対  応  内  容  

環境局 水保全課 （事務局） 公共用水域、地下水について 

環境局 事業ごみ対策課 廃棄物の処理について 

環境局 環境総合センター 検査について 

上下水道局 水質管理室 上水道について 

健康福祉局 生活衛生課 飲用井戸について 

健康福祉局 健康づくり推進課 健康について 

農水局  農業政策課 農作物について 

消防局  指導課 消防設備について 

各区役所 総務企画課 窓口対応・案内について 

 

（３）所管 

① 超過井戸の継続的な監視の実施 

② 超過井戸周辺の追加調査及び原因調査の実施 

③ 情報の共有、対策の検討  等 

 

３ 飲用井戸等の水質検査の実施について 

 飲用井戸等をご利用の方で検査をご希望される場合、本市で臨時に検査を実施し 

ます。 

   〇お問合せ先：健康福祉局 生活衛生課（電話 364-3187） 

 

４ PFOS・PFOA の相談について   

 ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに関する全般的な相談を受けつけます。 

   〇お問合せ先：環境局 水保全課（電話３２８-２４３６） 
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